
京都市国際交流会館条例の一部を改正する条例（平成３１年３月２８日京都市条例第６３

号）（総合企画局国際化推進室） 

  消費税法及び地方税法の一部改正により，消費税及び地方消費税の税率が引き上げら

れることに伴い，京都市国際交流会館の利用料金の上限額の適正化を図る必要があるた

め，条例を改正することとしました。 

この条例は，平成３１年１０月１日から施行することとしました。 

  



 京都市国際交流会館条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

                          京都市長 門 川 大 作 

京都市条例第６３号 

   京都市国際交流会館条例の一部を改正する条例 

京都市国際交流会館条例の一部を次のように改正する。 

           「 

別表備考以外の部分中 

  円      円    円  

  を 

２２，９３０ ３３，４２０ ２９，９３０ 

１９，１３０ ２７，７７０ ２４，９９０ 

２１，３９０ ３１，３７０ ２９，９３０ 

１７，７９０ ２６，１２０ ２４，５８０ 

 ４，３２０  ６，１７０  ６，０６０ 

 ３，６００  ５，０４０  ４，９３０ 

 ３，６００  ４，９３０  ４，８３０ 

 ２，９８０  ４，３２０  ４，１１０ 

 ８，５３０ １２，０３０ １１，７２０ 

 ７，２００ １０，１８０  ９，８７０ 

１１，９３０ １６，７６０ １５，７３０ 

 ９，９７０ １３，８８０ １３，１６０ 

                                  」 

  



「           

 

円 円 円 

  に改める。 

２３，３６０ ３４，０４０ ３０，４８０ 

１９，４８０ ２８，２８０ ２５，４５０ 

２１，７９０ ３１，９５０ ３０，４８０ 

１８，１２０ ２６，６００ ２５，０３０ 

 ４，４００  ６，２８０  ６，１８０ 

 ３，６６０  ５，１３０  ５，０２０ 

 ３，６６０  ５，０２０  ４，９２０ 

 ３，０３０  ４，４００  ４，１９０ 

 ８，６９０ １２，２５０ １１，９４０ 

 ７，３３０ １０，３７０ １０，０５０ 

１２，１５０ １７，０７０ １６，０２０ 

１０，１６０ １４，１４０ １３，４００ 

                       」 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京都市国際交流会館条例（以下「改正後の条例」という。）

の規定による京都市国際交流会館の利用に係る料金の徴収その他これを徴収するため

に必要な準備行為は，この条例の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は，この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し，

同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

（総合企画局国際化推進室） 


